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まち美化推進課　☎75-1215

～ごみの減量と限りある資源の有効利用のため協力をお願いします～
　「燃やさないごみ」や「粗大ごみ」などとして処分し
ている小型家電の中には、金銀などの貴金属やレアメ
タルなどの貴重な資源が含まれています。
　木津川市では、新たなリサイクルの取組として、4月
1日から携帯電話やデジタルカメラなどの使用済小型
家電の回収を開始します。
　回収した使用済小型家電は国から認定されたリサ
イクル業者によって適正に処理され、再生された資源
は再び家電製品などの原材料として有効に利用され
ます。
　なお、回収対象品目、回収ボックス設置場所、その他
の回収方法については、4月号広報の折込チラシでお
知らせします。

　『ビニール・プラスチック容器包装』には、　 マー
クがついています。
　ビニール・プラスチック容器包装の収集は、週1回
あります。
必ず汚れを落としてください。
少しでも汚れていると、リサイクルできません。
汚れがとれない場合は、燃やすごみで出してください。
　危険物（ライター、刃物、注射器等）が混入している
と、手選別作業中に、発火や負傷する事故につながり、
大変危険ですので、分別にご協力ください。
※ごみの分別と出し方ガイドブック又は木津川市
ホームページで確認し、正しく分別して出してくだ
さい。

使用済小型家電の回収を開始します『ビニール・プラスチック容器包装』の
出し方について

　ご近所の方から愛されることは、犬にとって幸せなことです。犬を飼っている人、飼っていない
人、お互いにとって居心地のよい環境をつくるために、マナーを守って散歩させましょう。
■フンの後始末をしましょう
　誰でも犬のフンを見たり、踏んだりすることは不快に思います。また、犬のフンを取ることで犬の健康状態を
チェックすることができます。固くてコロコロしていれば、健康です。
■オシッコを処理する習慣をつけましょう
　犬のオシッコを放置すると悪臭などの原因になります。オシッコをさせた後は水や消臭剤をかけるように心
がけましょう。
■リードをつけて散歩させましょう
　公園などで犬にリードを付けないで散歩している方がいます。犬が苦手な人にとっては怖いものです。周囲へ
の気配りを忘れないようにしましょう。
■抜け毛を散乱させないようにしましょう
　手入れをした後の抜け毛は風で周囲に散乱します。きちんと持ち帰るようにしましょう。

（2月6日現在）

1. 人形、下着類（新品のみ可）、本はお断りします。2. 分別（衣類・食器・小物）してお持ち込みください。
3. 衣類は洗濯したものを、きれいに持ち込んでください。
※上記を守られない場合は、お持ち帰りいただくことがあります。
リサイクル研修ステーション　☎75-2140（休館日：月曜・祝日・月曜が祝日の時は翌日）

エレクトーン、オルガン、サイドボード、洋服ダンス、ローチェスト、三面鏡、
ベッド（Ｓ・ＳＷ）

本棚、ブックスタンド、保温ポット、アーミーナイフ、ダッチオーブン、洋服ダ
ンス、ピンキングバサミ、ダイニングセット、ベビーゲート、ラジコンカー、ミ

キサー（小）、琴、土鍋（直径30㎝）、ストーブ（石油・電気）、ファンヒーター（石油・電気）、トレッキングシ
ューズ（26.5㎝）、ベビーカー、脚立、自転車（12インチ～大人）、コーヒーカップ、バスマット、ダブルベッ
ド、電気ゴテ、クローゼット用整理ダンス（プラスチック）、スキー用手袋（男子）、カラーボックス、皮コー
ト（男）、木津保育園体操服（110㎝）、鯉のぼり（大・小）、応接セット、食器棚、チャイルドシート

　新たなクリーンセンター（鹿背山川向地内）の建設は、木津川市にとって、一日も早く解決しなければならない、た
いへん重要かつ緊急の懸案事項です。平成28年度中の施設稼動をめざして、取組を進めています。

【敷地造成工事について】
　クリーンセンター建設のための敷地造成工事につきまして、先月号でお伝えしたとおり、昨年から現場工事に着
手しました。
　この3月に予定している主な工事は、2月に引き続き、敷地の一部に埋設されている廃棄物の撤去作業や、敷地造
成のための立木伐採などの準備作業を進める予定です。
　廃棄物の撤去作業にあたっては、特に雨水など現場管理に注意するとともに、廃棄物を運搬するダンプには、荷台
の廃棄物に覆いを掛けて、飛散防止対策を講じ、安全運転に気を付けておこないます。
　また、敷地造成工事のための資材搬入などの車両と廃棄物の運搬車両を区分するために、廃棄物の運搬車両の前
面にゼッケンをつけています。

　工事期間中、皆さんに何かとご迷惑をお掛けいたしますが、ご協力くださるよう、よろしくお願いします。

【クリーンセンター施設整備事業者選定について】
　クリーンセンター施設整備事業者選定については、1年近い期間を要します。このため、クリーンセンターの敷地
造成工事の進捗状況を考慮しながら、施設整備事業者の選定作業に取り組みます。
　クリーンセンター施設整備の事業者の選定をする際は、価格面だけでなく、施設の性能・機能などについても評価
することが必要です。
　学識経験者の意見も聞きながら、施設の発注仕様や事業者選定のための審査基準などについて、検討を進めてい
ます。

　クリーンセンター整備にあたり、地元の皆さんをはじめ市民の皆さん、一人ひとりのご理解とご協力をよろしく
お願いします。

問合せ　クリーンセンター建設推進室　☎75-1226　Fax72-3900
　　　　E-mail：clean-center@city.kizugawa.lg.jp

～クリーンセンターは、皆さんの日常生活に欠くことのできない施設です～

廃棄物・資材等の仮置き場の整備状況 工事現場出入口 廃棄物運搬車両のゼッケン
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